
大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱の一部を改正する要綱 

 

大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 

改正後 改正前 

（判定の申請又は要求） 

第３条 法第11条第１項若しくは第２項又は

第12条第２項若しくは第３項の規定による

建築物エネルギー消費性能適合性判定の申

請又は要求をしようとする者は、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則（平成28年国土交通省令第５号。

以下「省令」という。）第３条第１項又は第

４条第１項に規定する計画書（省令第９条

第１項において準用する場合にあっては、

通知書）の正本及び副本各１通に、省令第

３条第１項又は第４条第１項に規定する図

書を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（添付図書） 

第４条 省令第３条第１項に規定する市長が

必要と認める図書は、次の表の（ア）欄の

区分に応じ、それぞれ同表の（イ）欄に定

めるものとする。 

 （ア） （イ） 

(１) 法第11条第１項若しくは

第２項又は第12条第２項

若しくは第３項の規定に

よる建築物エネルギー消

費性能適合性判定の申請

[略] 

（判定の申請又は要求） 

第３条 法第12条第１項若しくは第２項後段

又は第13条第２項若しくは第３項後段の規

定による建築物エネルギー消費性能適合性

判定の申請又は要求をしようとする者は、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則（平成28年国土交通省令

第５号。以下「省令」という。）第１条第１

項又は第２条第１項に規定する計画書（省

令第７条第１項において準用する場合にあ

っては、通知書）の正本及び副本各１通に、

省令第１条第１項又は第２条第１項に規定

する図書を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

（添付図書） 

第４条 省令第１条第１項に規定する市長が

必要と認める図書は、次の表の（ア）欄の

区分に応じ、それぞれ同表の（イ）欄に定

めるものとする。 

 （ア） （イ） 

(１) 法第12条第１項若しくは

第２項後段又は第13条第

２項若しくは第３項後段

の規定による建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

[同左] 



又は要求に係る建築物が

複合建築物である場合 

 

[略] 

（申請又は要求の取り下げ） 

第５条 法第11条第１項又は第２項の規定に

よる建築物エネルギー消費性能適合性判定

を受ける前に当該申請を取り下げようとす

る者は、第１号様式による建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定申請取り下げ届の正

本及び副本各１通を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 法第12条第２項又は第３項の規定による

建築物エネルギー消費性能適合性判定を受

ける前に当該要求を取り下げようとする者

は、第２号様式による建築物エネルギー消

費性能適合性判定要求取り下げ届の正本及

び副本各１通を市長に提出しなければなら

ない。 

（報告） 

第６条 法第15条第１項の規定により法第13

条の規定の施行に必要なものとして報告を

求められた建築主等は、第３号様式による

建築物エネルギー消費性能基準への適合に

関する報告書により市長に報告しなければ

ならない。 

（基準適合命令等） 

第７条 法第13条第１項の規定による命令

は、第４号様式による基準適合命令書によ

り行う。 

２ 法第13条第２項の規定による通知は、第

定の申請又は要求に係る

建築物が複合建築物であ

る場合 

[同左] 

（申請又は要求の取り下げ） 

第５条 法第12条第１項又は第２項後段の規

定による建築物エネルギー消費性能適合性

判定を受ける前に当該申請を取り下げよう

とする者は、第１号様式による建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定申請取り下げ届

の正本及び副本各１通を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 法第13条第２項又は第３項後段の規定に

よる建築物エネルギー消費性能適合性判定

を受ける前に当該要求を取り下げようとす

る者は、第２号様式による建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定要求取り下げ届の正

本及び副本各１通を市長に提出しなければ

ならない。 

（報告） 

第６条 法第17条第１項の規定により法第14

条の規定の施行に必要なものとして報告を

求められた建築主等は、第３号様式による

特定建築物の建築物エネルギー消費性能基

準への適合に関する報告書により市長に報

告しなければならない。 

（特定建築物に係る基準適合命令等） 

第７条 法第14条第１項の規定による命令

は、第４号様式による特定建築物に係る基

準適合命令書により行う。 

２ 法第14条第２項の規定による通知は、第



５号様式による基準適合要請通知書により

行う。 

（調査の協力） 

第８条 法第11条第１項若しくは第２項又は

第12条第２項若しくは第３項の規定による

建築物エネルギー消費性能適合性判定の申

請若しくは要求をしようとする者又は建築

物エネルギー消費性能適合性判定を受けた

建築主は、本市が行う建築物エネルギー消

費性能適合性判定等に係る調査に協力しな

ければならない。 

（軽微な変更に該当していることの証明） 

第９条 省令第13条の規定による軽微な変更

に該当していることの証明の申請をしよう

とする者は、第６号様式による建築物エネ

ルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証

明申請書の正本及び副本各１通に、それぞ

れ当該申請に係る建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更が省令第５条（省令第９

条第２項において準用する場合を含む。）

の軽微な変更（以下「軽微な変更」とい

う。）に該当することを証する図書を添付

して市長に提出しなければならない。 

 

２ 市長は、省令第13条の規定による軽微な

変更に該当していることの証明の申請があ

った場合において、当該申請に係る建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微

な変更に該当すると認めるときは、第７号

様式による建築物エネルギー消費性能確保

計画の軽微変更該当証明書を当該申請をし

た者に交付するものとする。 

５号様式による特定建築物に係る基準適合

要請通知書により行う。 

（調査の協力） 

第８条 法第12条第１項若しくは第２項後段

又は第13条第２項若しくは第３項後段の規

定による建築物エネルギー消費性能適合性

判定の申請若しくは要求をしようとする者

又は建築物エネルギー消費性能適合性判定

を受けた建築主は、本市が行う建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定等に係る調査に

協力しなければならない。 

（軽微な変更に該当していることの証明） 

第９条 省令第11条の規定による軽微な変更

に該当していることの証明の申請をしよう

とする者は、第６号様式による建築物エネ

ルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証

明申請書の正本及び副本各１通に、それぞ

れ当該申請に係る建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更が省令第３条（省令第７

条第２項において読み替えて準用する場合

を含む。）の軽微な変更（以下「軽微な変

更」という。）に該当することを証する図

書を添付して市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、省令第11条の規定による軽微な

変更に該当していることの証明の申請があ

った場合において、当該申請に係る建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微

な変更に該当すると認めるときは、第７号

様式による建築物エネルギー消費性能確保

計画の軽微変更該当証明書を当該申請をし

た者に交付するものとする。 



３ 市長は、省令第13条の規定による軽微な

変更に該当していることの証明の申請があ

った場合において、当該申請に係る建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微

な変更に該当しないと認めるときは、第８

号様式による建築物エネルギー消費性能確

保計画の軽微な変更に該当しない旨の通知

書により当該申請をした者にその旨を通知

するものとする。 

第３号様式（第６条関係）(A4) 

 [様式 別紙２ 挿入] 

第４号様式（第７条関係）（A4） 

[様式 別紙４ 挿入] 

第５号様式（第７条関係）（A4） 

[様式 別紙６ 挿入] 

第６号様式（第９条関係）（A4） 

[様式 別紙８ 挿入] 

第７号様式（第９条関係）（A4） 

[様式 別紙10 挿入] 

第８号様式（第９条関係）（A4） 

[様式 別紙12 挿入]  

３ 市長は、省令第11条の規定による軽微な

変更に該当していることの証明の申請があ

った場合において、当該申請に係る建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微

な変更に該当しないと認めるときは、第８

号様式による建築物エネルギー消費性能確

保計画の軽微な変更に該当しない旨の通知

書により当該申請をした者にその旨を通知

するものとする。 

第３号様式（第６条関係）(A4) 

 [様式 別紙１ 挿入] 

第４号様式（第７条関係）（A4） 

[様式 別紙３ 挿入] 

第５号様式（第７条関係）（A4） 

[様式 別紙５ 挿入] 

第６号様式（第９条関係）（A4） 

[様式 別紙７ 挿入] 

第７号様式（第９条関係）（A4） 

[様式 別紙９ 挿入] 

第８号様式（第９条関係）（A4） 

[様式 別紙11 挿入] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[  ]の記載は注記である。 

   附 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱（以下「改

正後の要綱」という。）の規定は、この要綱の施行の日以後にその工事に着手する建築物に係る建

築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務について適用し、同日前にその工事に着工した建築

物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市建築物エネルギー消費性能適合

性判定等に関する要綱第３号様式及び第６号様式による用紙は、改正後の要綱の規定にかかわら



ず、当分の間なおこれを使用することができる。



[第３号様式 別紙１] 

 

特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書 

   

年  月  日  

大阪市長 様 

建築主等 住 所            

氏 名           

 

 

   年 月 日付け（適合判定通知書番号第  号）で建築物エネルギー消

費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画に係る大阪市  

   区                における特定建築物について、大

阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱第６条の規定に基づ

き、次のとおり報告します。 

記 

報告の内容 

 

 

 

 

 

（注意） 

建築主等が法人等である場合は、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者

の氏名を記載してください。 

 



[第３号様式 別紙２] 

 

建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書 

   

年  月  日  

大阪市長 様 

建築主等 住 所            

氏 名           

 

 

大阪市    区            における建築物エネルギー消

費性能基準に適合させなければならない建築物又は建築物の部分について、

大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱第６条の規定に

基づき、次のとおり報告します。 

記 

報告の内容 

 

 

 

 

 

（注意） 

建築主等が法人等である場合は、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者

の氏名を記載してください。 

 

 



[第４号様式 別紙３] 

特定建築物に係る基準適合命令書 

第         号  

  年  月  日  

 様 

大阪市長           

           

   年 月 日付け（適合判定通知書番号第 号）で建築物エネルギー消

費性能適合性判定を行った建築物エネルギー消費性能確保計画に係る大阪市 

   区               における特定建築物について、建 

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第１項の規定に基づ

き、次のとおり必要な改善の措置をとることを命令する。 

記 

命令しようとする措置及びその期限 

 

 

（注意） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して３箇月以内に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は
大阪市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対す
る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができま
す。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請
求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をする
ことや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある
ときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の
取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



[第４号様式 別紙４] 

基準適合命令書 

第         号  

  年  月  日  

 様 

大阪市長           

           

大阪市    区               における建築物エネル

ギー消費性能基準に適合させなければならない建築物又は建築物の部分につ

いて、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第１項の規定

に基づき、次のとおり必要な改善の措置をとることを命令する。 

記 

命令しようとする措置及びその期限 

 

 

 

（注意） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して３箇月以内に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は
大阪市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対す
る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができま
す。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請
求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をする
ことや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある
ときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の
取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 



[第５号様式 別紙５] 

特定建築物に係る基準適合要請通知書 

第         号 

  年  月  日 

様 

大阪市長         

 

     年 月 日付け（適合判定通知書番号第 号）で建築物エネルギー消 

 費性能適合性判定を行った建築物エネルギー消費性能確保計画に係る大阪市  

    区               における特定建築物について、建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第２項の規定に基づき、次 

のとおり必要な改善の措置をとることを要請する。 

記 

要請しようとする措置及びその期限 

 

 

 

 

 

 

 



[第５号様式 別紙６] 

基準適合要請通知書 

第         号 

  年  月  日 

様 

大阪市長         

 

大阪市   区              における建築物エネルギー消

費性能基準に適合させなければならない建築物又は建築物の部分について、建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第２項の規定に基づ

き、次のとおり必要な改善の措置をとることを要請する。 

記 

要請しようとする措置及びその期限 

 

 

 

 

 

 

 



[第６号様式 別紙７] 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書 

（第一面） 

  年  月  日 

大阪市長 様 

申請者 住 所             

氏 名                        

大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱第９条第１項の

規定に基づき、次の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部

分に限る。）の変更が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行

規則第３条（同規則第７条第２項において読み替えて準用する場合を含む。）

の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請します。 

記 

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】 

１ 適合判定通知書番号 

第           号 

２ 適合判定通知書交付年月日 

   年   月   日 

３ 適合判定通知書交付者 

４ 変更の概要 

 

（注意） 

１ 申請者が法人等である場合は、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名を記
載してください。 

２ 第二面から第五面までとして、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部
分に係る部分に限る。）について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規
則別記様式第一の第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類を添えてくださ
い。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第一の（注意）１．
から６．までに準じて記入してください。 



[第６号様式 別紙８] 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書 

（第一面） 

  年  月  日 

大阪市長 様 

申請者 住 所             

氏 名                        

大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱第９条第１項の

規定に基づき、次の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第５条（同規則第９条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当していることを証する書面

の交付を申請します。 

記 

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】 

１ 適合判定通知書番号 

第           号 

２ 適合判定通知書交付年月日 

   年   月   日 

３ 適合判定通知書交付者 

４ 変更の概要 

 

（注意） 

１ 申請者が法人等である場合は、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名を記
載してください。 

２ 第二面から第五面までとして、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画について建
築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第一の第二面から第五
面までに記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第一の（注意）に
準じて記入してください。 



[第７号様式 別紙９] 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書 

第         号 

  年  月  日 

様 

大阪市長                      

 年 月 日付け（受付番号第  号）で申請のあった大阪市   区  

  における次の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅

部分に係る部分に限る。）の変更は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律施行規則第３条（同規則第７条第２項において読み替えて準用する

場合を含む。）の軽微な変更に該当していることを証明します。 

記 

直前の適合判定通知書番号  第              号 

直前の適合判定通知書交付年月日      年    月    日 

直前の適合判定通知書交付者 

建 築 面 積 ㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ 

建 築 物 の 階 数 （地上）   階  （地下）   階 

建 築 物 の 用 途   □非住宅建築物   □複合建築物 

（                     ） 

 

構 造 造 一部      造 

 



[第７号様式 別紙10] 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書 

第         号 

  年  月  日 

様 

大阪市長                      

 年 月 日付け（受付番号第  号）で申請のあった大阪市   区  

  における次の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第５条（同規

則第９条第２項において準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当している

ことを証明します。 

記 

直前の適合判定通知書番号 第              号 

直前の適合判定通知書交付年月日     年    月    日 

直前の適合判定通知書交付者 

建 築 面 積 ㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ 

建 築 物 の 階 数 （地上）   階  （地下）   階 

建 築 物 の 用 途    □非住宅建築物 □一戸建ての住宅  

□共同住宅等  □複合建築物 

（                     ） 

構 造 造 一部      造 

 



[第８号様式 別紙11] 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当しない旨の通知書 

第         号 

  年  月  日 

様 

大阪市長                         

 

 年 月 日付け（受付番号第 号）で申請のあった大阪市    区 

   における建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅

部分に係る部分に限る。）の変更は、次の理由により建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律施行規則第３条（同規則第７条第２項において読み

替えて準用する場合を含む。）の軽微な変更に該当しないため、大阪市建築物

エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱第９条第３項の規定に基づき軽

微な変更に該当しないことを通知します。 

記 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[第８号様式 別紙12] 

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当しない旨の通知書 

第         号 

  年  月  日 

様 

大阪市長                         

 

 年 月 日付け（受付番号第 号）で申請のあった大阪市    区 

   における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

は、次の理由により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規

則第５条（同規則第９条第２項において準用する場合を含む。）の軽微な変更

に該当しないため、大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要

綱第９条第３項の規定に基づき軽微な変更に該当しないことを通知します。 

記 

理 由 

 

 

 

 

 

 


